
平
成
二
十
年
一
月
二
十
八
日
提
出

質

問

第

三

三

号

外
務
省
に
お
け
る
白
紙
領
収
書
作
成
に
つ
い
て
の
質
問
に
対
す
る
外
務
省
の
対
応
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

鈴

木

宗

男
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外
務
省
に
お
け
る
白
紙
領
収
書
作
成
に
つ
い
て
の
質
問
に
対
す
る
外
務
省
の
対
応
に
関
す
る
質
問
主
意
書

「
政
府
答
弁
書
一
」
（
内
閣
衆
質
一
六
八
第
三
六
六
号
）
と
「
政
府
答
弁
書
二
」
（
内
閣
衆
質
一
六
八
第
三
二
五
号
）
を
踏

ま
え
、
以
下
質
問
す
る
。

一

起
訴
休
職
外
務
事
務
官
の
佐
藤
優
氏
が
、
株
式
会
社
ア
ス
コ
ム
よ
り
発
行
さ
れ
た
鈴
木
宗
男
衆
議
院
議
員
と
の
共
著
「
反

省

私
た
ち
は
な
ぜ
失
敗
し
た
の
か
？
」
の
六
十
九
頁
と
、
講
談
社
よ
り
発
行
さ
れ
て
い
る
「
現
代
」
二
〇
〇
六
年
九
月
号

に
掲
載
さ
れ
て
い
る
「
最
強
の
『
情
報
分
析
官
』
に
よ
る
懺
悔
の
告
白

外
務
省
『
犯
罪
白
書
』
四

私
が
手
を
染
め
た

『
白
紙
領
収
書
』
作
り
」
と
の
見
出
し
の
論
文
で
、
か
つ
て
外
務
省
で
佐
藤
優
氏
自
身
が
当
時
の
直
属
の
上
司
で
あ
る
原
田

親
仁
現
欧
州
局
長
よ
り
、
マ
ス
コ
ミ
関
係
者
に
対
し
て
白
紙
の
領
収
書
を
渡
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
旨
の
記
述

（
以
下
、
「
記
述
」
と
い
う
。
）
を
し
て
い
る
。
そ
れ
に
関
連
し
、
「
政
府
答
弁
書
二
」
で
外
務
省
が
「
白
紙
領
収
書
」
に

つ
い
て
「
『
白
紙
領
収
書
』
作
成
の
事
実
の
有
無
に
つ
い
て
の
お
尋
ね
で
あ
れ
ば
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
十
九
年
十
二
月
十

一
日
内
閣
衆
質
一
六
八
第
二
九
一
号
）
の
一
に
つ
い
て
等
で
繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
と
お
り
、
外
務
省
に
お
い
て
確
認
し
た

範
囲
で
は
、
外
務
省
に
お
い
て
御
指
摘
の
『
白
紙
領
収
書
』
が
作
成
さ
れ
た
事
実
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
」
と
述
べ
て
い

る
こ
と
に
つ
き
、
二
〇
〇
七
年
十
二
月
二
十
七
日
提
出
の
質
問
主
意
書
（
質
問
第
三
六
六
号
、
以
下
、
「
質
問
主
意
書
」
と

一



い
う
。
）
で
、
「
外
務
省
に
お
い
て
確
認
し
た
」
と
は
ど
の
様
な
確
認
作
業
を
指
す
の
か
、
�
確
認
作
業
が
行
わ
れ
た
日
に

ち
、
�
行
っ
た
人
物
の
官
職
氏
名
、
�
確
認
作
業
の
対
象
と
な
っ
た
人
物
の
官
職
氏
名
、
�
�
の
人
物
の
回
答
内
容
の
四
点

を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
と
問
う
た
と
こ
ろ
、
「
政
府
答
弁
書
一
」
で
外
務
省
は
「
先
の
答
弁
書
（
平
成
十
九
年
十
二
月
二
十

一
日
内
閣
衆
質
一
六
八
第
三
二
五
号
）
の
一
に
つ
い
て
等
で
繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
と
お
り
、
外
務
省
に
よ
る
同
行
記
者
団

に
対
す
る
白
紙
領
収
書
の
供
与
に
関
す
る
質
問
主
意
書
（
平
成
十
八
年
四
月
二
十
七
日
提
出
質
問
第
二
四
二
号
）
が
提
出
さ

れ
て
以
降
、
外
務
省
と
し
て
、
御
指
摘
の
者
も
含
め
、
関
係
者
か
ら
の
聞
き
取
り
等
の
調
査
を
行
っ
た
が
、
外
務
省
に
お
い

て
御
指
摘
の
「
白
紙
領
収
書
」
が
作
成
さ
れ
た
事
実
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
」
と
答
弁
し
て
い
る
。
で
は
右
答
弁
で
い

う
、
二
〇
〇
六
年
四
月
二
十
七
日
に
質
問
主
意
書
（
質
問
第
二
四
二
号
）
が
提
出
さ
れ
て
か
ら
、
「
白
紙
領
収
書
」
作
成
の

事
実
に
つ
い
て
の
関
係
者
か
ら
の
聞
き
取
り
等
の
調
査
（
以
下
、
「
調
査
」
と
い
う
。
）
が
行
わ
れ
た
の
は
い
つ
か
。
そ
の

具
体
的
日
に
ち
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

「
調
査
」
の
対
象
と
な
っ
た
原
田
親
仁
欧
州
局
長
を
含
め
た
「
関
係
者
」
と
は
誰
を
指
す
か
。
原
田
局
長
以
外
に
「
調

査
」
の
対
象
と
な
っ
た
者
の
官
職
氏
名
を
全
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三

「
調
査
」
の
方
法
は
、
聞
き
取
り
以
外
に
ど
の
様
な
も
の
が
あ
る
か
。
「
政
府
答
弁
書
一
」
に
あ
る
「
聞
き
取
り
等
の
調

二



査
」
に
、
聞
き
取
り
の
他
に
ど
の
様
な
方
法
が
含
ま
れ
て
い
る
の
か
説
明
さ
れ
た
い
。

四

「
調
査
」
を
行
っ
た
人
物
の
官
職
氏
名
並
び
に
「
調
査
」
が
行
わ
れ
た
場
所
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

五

「
調
査
」
に
対
し
て
「
関
係
者
」
は
ど
の
様
な
回
答
を
し
た
か
。
そ
れ
ぞ
れ
の
人
物
の
回
答
内
容
を
全
て
明
ら
か
に
さ
れ

た
い
。

六

「
調
査
」
に
対
し
て
、
原
田
局
長
は
ど
の
様
な
回
答
を
し
た
の
か
。
「
質
問
主
意
書
」
で
は
、
「
記
述
」
に
事
細
か
に
書

か
れ
て
い
る
、
原
田
局
長
か
ら
佐
藤
氏
へ
の
「
白
紙
領
収
書
」
作
成
の
指
示
に
つ
き
、
そ
れ
が
真
実
な
の
か
否
か
、
再
度
原

田
局
長
に
確
認
（
以
下
、
「
原
田
局
長
へ
の
再
度
の
確
認
」
と
い
う
。
）
し
、
確
認
に
つ
い
て
の
文
書
を
作
成
し
た
上
で
正

確
な
答
弁
を
行
う
こ
と
を
求
め
た
が
、
「
政
府
答
弁
書
一
」
で
は
、
右
の
問
い
に
対
し
て
何
ら
明
確
な
答
弁
が
な
さ
れ
て
い

な
い
。
「
質
問
主
意
書
」
が
提
出
さ
れ
て
か
ら
、
外
務
省
は
「
原
田
局
長
へ
の
再
度
の
確
認
」
を
行
っ
た
の
か
。
行
っ
た
、

行
っ
て
い
な
い
の
ど
ち
ら
か
、
明
確
に
答
弁
さ
れ
た
い
。

七

「
関
係
者
」
の
中
に
、
「
記
述
」
を
書
い
た
佐
藤
氏
は
含
ま
れ
て
い
る
か
。

八

七
で
、
佐
藤
氏
が
含
ま
れ
て
い
な
い
の
な
ら
ば
、
そ
の
理
由
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
佐
藤
氏
は
「
記
述
」
の
中
で
、
自

身
の
上
司
で
あ
る
原
田
局
長
の
実
名
を
挙
げ
、
「
白
紙
領
収
書
」
作
成
の
経
緯
を
事
細
か
に
記
し
て
お
り
、
ま
さ
に
「
調

三



査
」
の
対
象
と
な
る
べ
き
人
物
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
そ
の
佐
藤
氏
が
「
調
査
」
の
対
象
と
な
っ
て
い
な
い
の
な
ら
ば
、
そ

れ
は
な
ぜ
か
説
明
さ
れ
た
い
。

九

「
白
紙
領
収
書
」
に
つ
い
て
の
真
実
が
明
ら
か
に
な
る
ま
で
、
外
務
省
と
し
て
「
調
査
」
を
続
け
る
考
え
は
あ
る
か
。
そ

れ
と
も
、
外
務
省
と
し
て
は
「
調
査
」
を
打
ち
切
り
、
「
白
紙
領
収
書
」
に
つ
い
て
う
や
む
や
な
ま
ま
で
闇
に
葬
る
考
え

か
。

右
質
問
す
る
。

四


